
図面番号

03

04

図面名称

盤類結線図(1)(改修前・後)

盤類結線図(2)(改修前・後)

動力設備 北側屋根伏図(改修前・後)

E-

E-

05E-

06E- 新設照明器具参考姿図(1)

図面番号

01

02

図面名称

特記仕様1

特記仕様2

特記仕様3

浴室廻り詳細図

浴室廻り展開図

A-

ユニットバス(2020)詳細図

A-

03A-

04A-

05

A- 06

A- 07

A- 08

A- 09

A- 10

A- 11

A- 12

A- 13

A- 14

A- 15

平面図

特記仕様4・付近見取り図

ユニットバス(1620)詳細図

天井伏図

A- 配置図

建具表2

厨房機器レイアウト図

建具表1

厨房機器リスト

02 全体配置図E-

01 電気工事特記仕様書・凡例E-

令和7年度 神山町養護老人ホーム寿泉園改修工事

07E- 新設照明器具参考姿図(2)

08E- 電灯設備 北側1階平面図(改修後)

09E- 電灯設備 南側1階平面図(改修後)

10E- 電灯設備 北側1階平面図(改修前)

11E- 電灯設備 南側1階平面図(改修前)

12E- コンセント設備 1階老人ホーム浴室周り平面詳細図(改修前・後)

13E- 放送設備 システムブロック図、機器参考姿図(1)

14E- 放送設備 機器参考姿図(2)

15E- 放送設備 北側1階平面図

16E- 放送設備 南側1階平面図

図面番号

03

04

図面名称

屋外給水設備図(改修後)

給排水衛生設備 北側1階平面図

給排水衛生設備 南側1階平面図

P-

P-

05P-

06P- 給排水衛生設備 北側屋根伏図(改修前)

02 屋外給水設備図(改修前)P-

01 管工事特記仕様書・凡例P-

07P- 給排水衛生設備 1階老人ホーム浴室周り平面詳細図(改修前・後)

08P- ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備 1階老人ホーム浴室周り平面詳細図(改修前・後)

図面番号

03

04

図面名称

空調設備 機器表(改修後)

空調設備 機器表(改修前)

空調換気設備 北側1階平面図(改修後)

C-

C-

05C-

06C- 空調設備 南側1階平面図(改修後)

02 全体配置図C-

01 空調工事特記仕様書・凡例C-

07C- 空調設備 北側屋根伏図(改修後)

08C- 空調換気設備 北側1階平面図(改修前)

09C- 空調設備 南側1階平面図(改修前)

10C- 空調設備 北側屋根伏図(改修前)

11C- 床暖房設備 1階老人ホーム浴室周り平面詳細図(改修前・後)
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特記仕様1

令和7年度 神山町養護老人ホーム寿泉園改修工事

工事概要

建築改修工事仕様書

1. 工事名称

2. 工事場所

5. 工事区分

徳島県名西郡神山町神領字西上角127番地

建築工事、電気工事、管工事、空調工事一式

1.適用基準等

1章　一般共通事項 ◎図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による。

①公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。)

②公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「標仕」という。)

④公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版

◎設計図書の優先順位は、次の順とする。

(1) 質問回答書((2)から(5)に対するもの)

(2) 補足説明書

(3) 特記仕様書

(4) 図面

(5) 公共建築改修工事標準仕様書（令和4年版）等

◎施工条件は次による。

◎本工事で使用する建設機械は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（国土交通省告示平成 13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。

　ただし、同規程に記載されていない機種、規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。

　なお、同規程に基づき指定された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は、監督員と協議する。

　れた排出ガス対策型建設機械とする。

　ただし、排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成７年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、又はこれと同等の開発目標で実施された

　 民間開発建設技術の技術審査証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械

　と同等とみなすが、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。なお排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は

　 施工現場において、使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。

◎本工事で使用する建設機械（労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機械）は、1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し、その検査証明書

　 （検査記録表）のコピーを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。

2.工事関係図書

◎施工に先立ち、実施工程表、工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書を作成し、監督員に提出すること。

◎施工図、現寸図、見本等は、監督員の指示により、速やかに監督員に提出すること。

◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については、施工に携わる下請負人にも十分周知徹底すること。

⑤公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版

◎本工事のうち電気工事及び管工事について、下請業者を使用する場合は、工事の施工に十分な能力と経験を有したものを選定すること。

◎受注者は、本工事の一部を下請に付する場合には、徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努めなければならない。なお、徳島県内に主たる営業所を

　有するもの以外と下請契約する場合は、県内業者を選定しない理由を記した理由書を事前に発注者に提出しなければならない。

◎上記の施工計画書には、「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。

◎交通誘導警備員については、警備業法に基づく警備員とし、図示する場所に適宜配置すること。

・本工事は、警備員等の検定等に関する規則第１条第４号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が

（義務付けられている。・義務付けられていない。）

・受注者は、「交通誘導警備員勤務実績調査書」を作成し、勤務実績が確認できる資料（勤務伝票の写し）とともに、一月毎に監督員へ１部提出しなければならない。

・警備業法を遵守するとともに，受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること。

・配置された検定合格警備員は，業務に従事している間は，合格証明書を携帯し、かつ、監督員等 の請求があるときは,これを掲示すること。

・警備員は、延 30人(うち検定合格警備員0人)を見込んでいる。

・受注者は、発注者が行う交通誘導警備員勤務実態調査の実施に協力しなければならない。また、対象工事の一部について下請負契約を締結する場合は、当該下請負工事（当該下請

工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）も同様の義務を負う旨を定めなければならない。

◎休日、夜間に作業を行なう時は、事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。

令和7年度 神山町養護老人ホーム寿泉園改修工事

3. 工事種目 工事内容 浴室廻り改修工事

木製建具修繕工事

③建築工事標準詳細図(令和4年版)

　現場代理人は、施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等、同規程に基づき指定された建設機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。

　ただし、騒音規制法、徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。

◎本工事に使用する土工機械は、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3.10.8 建設省経機発第249号・最終改正 平成14.4.1 国総施第225号）」に基づき指定さ

3.安全衛生管理

◎工事現場における現場代理人、監理技術者、主任技術者の確認のため、名札を着用すること。

◎工事現場の安全衛生管理については、労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。

◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は、建築基準法、労働安全衛生法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法、建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日建設省建経発

　第1号)、建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日建設省建経発第3号)その他関係法令に従い適切に処理すること。

◎受注者は、工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について（仮囲い等仮設材設置を含む）工事着手までに調査を行い、「支障物件確認書」を監督員に提出し，

　 監督員の確認を受けてから工事着手すること。

◎受注者は、重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業（ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。） 又は貨物自動車から卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの

　 作業を含む。）を行うときは，当該作業を指揮する者を定め，監督員に報告しなければならない。

◎地下埋設物への影響が予想される場所では、施工に先立ち、原則として試掘を行い、当該埋設物の種類、位置（平面･深さ）規格、構造等を確認しなければならない。

◎受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し、支障を及ぼさないような措置を施さなければならない。万一、損傷を与えた場合は、受注者の負担でその都度

　補修又は補償すること。

◎受注者は、機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は、当該作業を指揮する者を定め、指揮者の合図により行わなければならない。また、作業

　 状況について、写真等の資料を整備及び保管し、監督員の請求があったときは、直ちに提示しなければならない。

◎受注者は、輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため、重機回送時の高さ、移動式クレーンブームの格納、ダンプトラックの架台の下ろし等について、走行前に

　 複数の作業員により確認しなければならない。

　 使用しなければならない。なお，令和4年度末までは経過措置期間とするが，この期間においても接触事故防止機能付きの車両を使用するよう努めるものとする。

◎受注者はトラック(クレーン装置付)を使用する場合は、上空施設への接触事故防止装置(ブームの格納忘れを防止(警報)する装置、ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を原則

◎受注者は、工事期間中安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から、資機材の保管状況等について

も併せて確認すること。また、監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められた場合には、速やかに提出すること。

◎受注者は，工事用車両による土砂，工事用資材，機械等の輸送を伴う場合は，関係機関と打合せを行い，交通安全に関する担当者，輸送経路，輸送期間，輸送方法，輸送担当業者，

　 特に，輸送経路にある既設構造物に対して損害を与えるおそれがある場合は，当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員に報告しなければならない。

　交通誘導員の配置，標識，安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て，災害の防止を図らなければならない。

◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階（天井）のスラブはつり工事は,原則禁止とする．やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,

　適切な防護措置を講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこと。

6.材料・製品等

(4)受注者は，建設副産物が搬出される工事にあたっては，建設発生土は建設発生土搬出調書，産業廃棄物は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により，適正に処理されているか確認

　 するとともに，監督員に建設発生土搬出調書（様式３）を提出しなければならない。なお，監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。

◎本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS又はJASマーク表示のない材料及びその製造業者等は、次の(1)から(3)の事項を満たす

(1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

(2) 法令等で定める許可,認定又は免許を取得していること。

(3) 製造又は施工の実績があり,その信頼性があること。

なお、「評価名簿による」と記載されているものは、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料等評価名簿(最新版)」記載品を指すものとする。

◎受注者は、本工事で使用する建築材料・製品等(以下「建材等」という)の発注の際には,発注前に、「生コンクリート使用承諾願」,「材料使用承諾願」,「木材使用承諾願」を監督員

◎工事に影響のある範囲内の重要備品等( 有 ・ 無 )

◎発生材の処理等は、次により適正に行う。

(1)工事による発生材のうち、文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については、報告及び引き渡しを要する。

(2)上記以外の発生材は、建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律、資材の有効な利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設副産物適正処理

　推進要綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は、工事で発生する産業廃棄物を保管する場合、又は自ら運搬する場合等においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第

　 12条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては、監督員（契約書に規定する監督員をいい、標仕の規定による場合は監督職員と読み替える、以下同じ）に報告し指示

(3)コンクリート・アスファルト類の搬出先については，中間処理施設のみとする。木材については、50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。

◎受注者は, 資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源有効利用促進法」という．）に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項

　 「一定規模以上の工事」という。）において，コンクリート（二次製品を含む．），土砂，砕石，加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には，

受注者は，再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には，工事完了後速やかにＣＯＢＲＩＳにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し，

　 を定める省令（H3.10.25建設省令第19号）第8条で規定される工事，又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）施行令第2条で規定される工事（以下

　を仰ぐこと。

　ものとする。

　 へ提出しなければならない。

4.工事現場管理

◎受注者は，本工事において使用する工事看板・バリケード等については，県産木材を用いた木製品を優先して使用するよう努めなければならない。

　県産木材を使用した場合，受注者は，工事完了後「木材使用実績報告書」（電子データ）を監督員へ提出しなければならない。

・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は，第一種又は第二種電気工事士の資格を有する者とする。

・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は，その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。

◎電気保安技術者は，次の者とし，必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により，監督員の承諾を受けること。

（一財）日本建設情報総合センターの建設副産物情報交換システム（以下「ＣＯＢＲＩＳ」という）により再生資源利用計画書を作成し，監督員の確認を受けなければならない。

受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省

令第20号）第7条で規定される工事，又は一定規模以上の工事において，建設発生土，コンクリート塊，アスファルト・コンクリート塊，建設発生木材，建設汚泥又は建設混合廃棄物

を工事現場から搬出する場合には，ＣＯＢＲＩＳにより再生資源利用促進計画書を作成し，監督員の確認を受けなければならない。

監督員に提出しなければならない。

受注者は，ＣＯＢＲＩＳの入力において，資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について，その施設名，施設の種類及び住所を必ず入力しなければならない．ただし，

バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除くものとする。

◎建設リサイクル法通知済証の掲示

受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事（特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設

するまで存置しておかなければならない。また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】｣

に基づき提出することとする。なお,「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。

リサイクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手前までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し，工事しゅん工検査が終了

◎工事現場には, 工事標識を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること.

5.施工調査 ◎本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う. 調査期間は 1週間とする。

◎解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査し，あれば監督員の指示に従うこと，既存の分析調査結果がある場合は，

　

◎解体前に, 照明器具及びトランス内進相コンデンサのPCBの有無を調査し, 有れば監督員の指示に従うこと。

　受注者がその結果を書類等により確認すること．なお，工事内容に変更がある場合においても同様とする。

　 名札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を添付すること。

　7.化学物質を発散

する建築材料等

◎本工事に使用する建築材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の(1)から(5)を満たすものとする。

(1) 合板, 木質系フローリング, 構造用パネル, 集成材, 単板積層材, MDF, パーティクルボード, その他の木質建材, ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを

発散しないか, 発散が極めて少ないものとする.

(2) 保温材, 緩衝材, 断熱材は, ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか, 発散が極めて少ないものとする.

(3) 接着剤は, フタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－2－エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤を使用し, ホルムアルデヒド, アセトアルデヒド, トルエン, キシレン,

エチルベンゼンを発散しないか, 発散が極めて少ないものとする.

　(5) (1), (3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具, 書架, 実験台, その他の什器等は, ホルムアルデヒドを発散しないか, 発散が極めて少ないものとする。

(4) 塗料は, ホルムアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼンを発散しないか, 発散が極めて少ないものとする。

・本工事期間中も施設は使用するので，通路を確保すると共に,工程の協議を行うものとする。

・工事の施工に当たっては交通整理員を配置し, 一般交通等に支障を及ぼさないように充分注意し施工するものとする。

◎工事カルテの作成､登録

　１）請負者は､請負金額が2,500万円以上の工事については、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）基づき､受注、変更､竣工及び訂正時ごとに「工事カルテ」を作成し､「工事カルテ」

　 　　の写しを監督員に提出して内容の確認を受けた後、(財)日本建設情報総合センターにフロッピーデイスク等により登録しなければならない。

　　　登録は､受注時は契約締結後１０日以内（ただし、土・日・祝日等は除く。）、登録 内容変更時は、変更あった日から１０日以内（ただし、土・日・祝日等は除く。）、完成時は、

　 　　工事完成後１０日以内（ただし土・日・祝日等は除く。）、訂正時は適宜とする。またその都度センタ ー発行の「工事カルテ受領書」の写し監督員に提出しなければならない。

　　　変更時登録 については、請負金額、工期、主任（監理）技術者、現場代理人の変更があった場合に登録を行うこと。

　　　なお、変更時と完成時の間が１０日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

　　　契約変更等により請負金額が500万円以上2,500万円未満となった場合は、既登録 を削除し新たに500万円以2,500万円未満工事として、変更契約時の工事内容を受注時として登録す

　２）請負者は、請負金額が500万円以上2,500万円未満の工事については、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき受注、変更、竣工及び訂正時ごとに「工事カルテ」を作成し、

　 　　「工事カルテ」の写しを監督員に提出して、内容の確認を受けた後、(財)日本建設情報総合センターにフロッピーディスク等により登録しなければならない。

　　　登録は、受注時は契約締結後１０日以内（ただし、土・日・祝日等は除く。）、訂正時は適宜とする。またその都度センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員に提出し

　　　契約変更等により請負金額が2,500万円以上となった場合は、既登録はそのままに、2,500万円以上工事として変更契約時の工事内容を変更時登録すること。

　　　契約変更により請負金額が500万円未満となった場合は、その時点で登録を削除すること。

　　　なお、請負金額が500万円未満であった工事が契約変更により500万円以上2,500万円未満になった場合においても、新たに500万円以上2,500万円未満工事として、変更契約時の工事

　 　　内容を受注時登録すること。

　 　　なければならない。

◎受注者は、本工事の一部を下請に付する場合には、鳴門市内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努めなければならない。

　 　　ること。

◎暴力団等による不当介入の排除

　1)受注者は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受け

　2)受注者は、発注者及び所管の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。

　3)受注者は、排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じるおそれがある場合には、発注者と工程に関する協議を行い、その結果、工期内に工事が完成しないと認められた場

　　合は、「鳴門市工事請負契約約款」（以下「約款」という。）第18条の規定により、発注者に工期延長の請求を行わなければならない。

　4)受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに報告し、被害届を速やかに所管の警察署に提出しなければならない。

　5)受注者は、前項被害により工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工程に関する協議を行い、その結果、工期に遅れが生じると認められた場合は、受注者は、約款第18条

　　の規定により、発注者に工期延長の請求を行わなければならない。

　た場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者及び警察へ報告するものとする。

・工程については、施設管理者と協議のうえ決定すること。

・その他の詳細な施工条件については、実施工程表及び総合施工計画書作成時に施設管理者と協議のうえ決定し、順次相互に日程の調整、確認を行なう。

・本工事は施設を使用しながらの工事であるため、施設管理者より作業中止の要望のある場合は、作業の中止を行なう場合がある。

・本工事は施設を使用しながらの工事であるため、施設利用者が使用する通路付近については、仮設計画により工事中の安全対策を講じること。

4. 建物面積 RC造 平屋建 延床面積 3032.95m2

厨房機器更新工事

屋外改修工事

設備工事に伴う修繕工事
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◎工事完成撮影は、専門家に（よる・よらない　）ものとする。

12.完成図等

◎工事写真の撮影は、建設大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。

◎電子納品 対象

◎提出書類

　・竣工図(製本3部(うち縮小版1部)、電子データ1部)

　・工事写真（写真帳2部（　・着手前　・工事中 ・完成写真　），電子データ1部）

　・使用材料一覧表1部,電子データ1部

　・保全に関する資料

◎竣工図は関係図面（データ貸与）を修正して作成すること。竣工図データは，関係図面（データ貸与）を修正して作成し，PDF形式，DXF形式及びJWW形式をCD-Rに保存する。

◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資材, 施工状況の順に整理する。

完成写真については, 工事目的物の状態が,資材, 施工状況等については，不可視部分の出来形が写真で的確に確認できること。

区分

着手前

施工中

完成写真

カラー・手札版又はサービスサイズ

カラー・手札版又はサービスサイズ

カラー・手札版又はサービスサイズ

分類・規格

　として納品(以下「電子納品」という)すること。

◎受注者は, 建築工事を施工する場合, 原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に　基づいて調査, 設計, 工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品

◎保険終期

　工事完成期日に１４日を加えた期日とする。

　なお、工事延伸した場合には、保険の期間も延長すること。

◎その他

(1)建設工事保険に付保した場合は、火災保険に付保したものとみなす。

(2)付保する時期以降に出来高払いを行う場合は、受注者は保険契約の証券の写しを出来高払いの書類に添付すること。

◎付保する時期及び金額

　鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に、木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に、請負金額相当額を付保する。

　また、模様替え工事等については、工事着手時に請負金額相当額を付保する。

　 (1)杭及び基礎工事

　 (3)屋外付帯工事

　 (4)その他実状を判断の上、必要がないと認めた場合（外壁補修工事等）

　 (2)コンクリート躯体工事

13.火災保険 ◎対象物

　工事目的物及び検査済材料（支給材料を含む）について付保すること。

◎付保除外工事

　次に掲げる単独工事については、付保を除外できる。

写真の小黒板

14.デジタル工事

　 デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下，「対象工事」という）とすることができる。

◎受注者は，デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は，監督員の承諾を得たうえで，

◎対象工事は，徳島県CALS/ECホームページ掲載の｢デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運用について（県土整備部）｣に記載された全ての内容を適用することとする。情報電子化

2章　 改修仮設工事

1.　一般事項 ◎着工に先立ち, 敷地境界, 既存構造物,敷地の高低差地下埋設物の確認, 近隣建築物及び工作物の現状確認, 排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに

敷地周辺の状況確認を行うこと。

2.足場等

②(社)仮設工業会の認定基準

　 前記規格等に定めるもの以外の使用に当たってはあらかじめ強度等を確認した書類を監督員に提出し、承諾を得ること。

◎外部足場（種類： 仕様　 、Ｄ＝ 、シ－ト仕様： ）

・壁つなぎ間隔(水平方向:8ｍ以下、鉛直方向:9ｍ以下)

◎内部足場

◎仮囲い(仕様： ）

◎ゲ－ト （ 有 、 無 ）

◎足場等の設置業者は、別契約の関係受注者に無償で使用させること。また,安全管理も実施すること。

◎受注者は，つり足場（ゴンドラのつり足場を除く。），張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て，解体又は変更の作業において，材料，器具，

　 工具等を上げ，又はおろすときは，つり綱，つり袋等を労働者に使用させなければならない。また，作業主任者を選任し，その氏名，職務を掲示すること。

①労働安全衛生法に基づく構造規格

◎仮設機材及び経年仮設機材の使用については、次の規格又は認定基準(以下「規格等」という。)に適合するものを使用すること。

また、厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」の基づく(社)仮設工業会の「適用工場制度」による登録工場及び指定工場等の活用に努めるとともに、

　の2の(2)手すり据置方式により行うこと。ただし監督員の承諾を得た場合は、(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる。

・足場を設置する場合は, 原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」（2.2.4）の別紙１「手すり先行工法による足場の組み立て等に関する基準」

◎労働安全衛生法第88条に基づき、労働安全衛生規則別表第７に掲げる機械等（組立から解体までの期間が60日未満を除く）の設置や移転、変更を行う場合は、

　 30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をおこなうこと。

　届け出をおこなった場合は、監督員に報告すること.

　届け出不要の場合は、その旨監督員に報告すること.

◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず、足場を設置する場合は、使用開始前に営繕課指定の足場チェックリストを用いて点検した後、監督員の

種類：脚立足場

◎仮囲いを設置する場合は、設置後に「営繕課発注現場安全再確認シート等」を活用して点検を行い、その記録を保管すること。

◎受注者は，高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は，墜落防止に留意し，作業日毎に「墜落防止チェックシート」を活用して点検を行い，その記録を保管すること。

3.監督員事務所 ◎監督員事務所は( 設ける ・ 設けない )

5.工事用用水、電力等

　ただし、施設管理者と協議すること。

◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ), 電力料金( 有償 ・ 無償 )

◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ), 用水料金( 有償 ・ 無償 )

6.工事車両用駐車場 ◎同用地は、（図示の場所に、用意していないので業者にて）設けること。

資材置場･

現場事務所用地等

　 ただし、施設管理者と協議すること。

3章　躯体工事（2）鉄筋工事

　 確認を受けること。

2.材料試験 ◎材料試験は行わない。

　ただし、規格証明書を提出し、監督員の承諾を得ること

1.材料
種類の記号 径(mm)規格番号 規格名称

4.鉄筋のかぶり

厚さ及び間隔

3.継手及び
定着

6.配筋検査 ◎主要な配筋は，コンクリート打ち込みに先立ち，種類，径，数量，かぶり，間隔，位置等について，監督職員の検査を受ける。

5.帯筋 ◎形の種別は構造図による。

◎柱、梁の鉄筋の加工に用いるかぶり厚さは、標仕表5.3.6の数値に10mmを加えた数値を標準とする。

◎目地がある場合のかぶりは、目地底からの寸法とする。

◎各部の配筋は、図示による。図示されていない場合は、標仕参考図[1節-基礎及び基礎梁の配筋]~[7節-梁貫通孔その他配筋]による。

◎杭基礎の場合のかぶりの厚さは, 杭天端からとする.

　 ものとする。ただし, 地階を有しない1階土間を除く。

◎結束線の端部は内側に折り曲げる。

◎先組み工法の柱、梁の主筋の継手は同一箇所としてもよい。

◎スラブのスペーサーは鋼製を原則とし、他の箇所についても材種等について監督員の承諾を得ること。また、鋼製のスペーサーは、型枠に接する部分に防錆処理を行った

◎鉄筋の90°未満の折曲げの内法直径は図示による。

◎鉄筋の定着方法及び長さは図示による.

3章　躯体工事（1）地業工事

2.砂利・砂及び

捨コンクリート

地業等

◎材料は、市場品とする。

◎砂利及び砂地業

・砂利は、（切込砂利・切込砕石・再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ）とする。

種別 使用部位 厚さ 粒度範囲

4.養生 ◎既存部分の養生範囲は図示による. (養生方法：ブルーシート類)

7.あと施工
アンカー工事

◎あと施工アンカー作業における技能者は、あと施工アンカー工事の施工に関する十分な経験と技能を有するものとし, これらを証明する資料を提出し,監督員の承諾を受けること。

◎埋込み配管等に当たった場合は, 直ちに穿孔を中止し, 監督員に報告し指示を受けること。

◎鉄筋等に当たった場合は, 穿孔を中止し, 付近の位置に再穿孔を行うこと. 中止した孔は, モルタルで充てんすること。

◎あと施工アンカーは( 金属系アンカー ・ 接着系アンカー )とする。

◎施工確認試験を( 行う ・ 行わない ). 試験方法は標仕14.1.3(1)(エ)による.

・接着系アンカー アンカーの種類はカプセル型（ガラス製）とする。

・金属系アンカー 差し筋アンカーとする。

8.施工 ◎工事現場監督員は常駐できないので、疑問な点、その他打合せ決定を要する事項は、監督員の出向いた時、又は担当課へ問い合わせ、工事に遺漏のないようにすること。

◎施工にあたっては、設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合は、工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので、注意して施工すること。

　手直し工事は、受注者の責任において実施し、それに要する費用は受注者の負担とする。

◎他工事と取り合い区分

9.技能士の適用 ◎本工事の施工にあたっては、各工事にかかる当該業種の1級及び2級技能士の有資格者をつとめて活用すること。

　技能士は、職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし、資格を証明する資料を、監督員に提出すること。

　技能士は、適用する工事作業中、１名以上の者が自ら作業をするとともに、他の技能者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。

　 技能士は，氏名，検定職種，技能士番号等県が指定した内容を記載した名札等により，資格を明示するものとする。

備考

床・天井点検口
同上（リンブレン等）

スリーブ開口補強（鉄筋）

梁・壁・床スリーブ入れ

項目 建築 電気 空調管 その他

同上穴埋補修

設備器具天井開口墨出

同上切り込み及び開口補強

衛生器具取付のブロック壁空洞部分のモルタル埋め

縦樋（GLまで）

盤・便器等の箱入れ

同上補強

給排気ガラリ取付け

空調機器類の基礎工事

○○○

○○○

○

○

○

○○○

○

○

○

○○○

○

○

○

11.工事検査

　
及び技術検査

◎設計図書（各施工計画書を含む）に定められた工程が完了した時、報告書を提出し、監督員の検査等を受け、承諾を受けて次の工程に進むこと。

◎試験等によらなければ、確認できない工事（製品）については、試験等計画書（施工計画書に記載）を提出し、監督員の承諾を受け試験を行い、その結果を報告し承認を得ること。

10.設計変更 ◎工事監理業務受注者が作成する設計変更箇所一覧表の内容について監督員、工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。

◎工事しゅん工前に全ての設計変更箇所について、監督員、工事監理業務受注者とともに、書面により確認すること。箇所確認

3章　躯体工事（3）コンクリート工事

・Ⅱ類(JIS A 5308への適合したコンクリート)

◎コンクリートの種別

・Ⅰ類(JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート)

1.一般事項

◎設計基準強度

◎コンクリートの強度試験

◎構造体コンクリートの調合管理強度は，設計基準強度（Fc）に構造体強度補正値（S）を加えた値とする。なお，構造体強度補正値（S）は，標仕表6.3.2

　 によりセメントの種類及びコンクリートの打込みから材齢28日までの予想平均気温に応じて定める。

　コンクリートの強度試験については, 次のとおり取扱うものとする。

・第4週強度確認

なお, 試験機関を選定した際には, すみやかに監督員に報告すること。

原則, 第3者機関にて, 主任技術者又は現場代理人立会いの上, 行うこと。ただし, 第3者機関以外で行う場合は, 立ち会い者を定め,監督員の承認を受け, 行うこととする。

設計基準強度Fc
適用箇所

強度試験

の有無

スランプ

(N/mm2) (cm)

ｺﾝｸﾘｰﾄ 調合管理強度Fn

(N/mm2)の種類
種別

気乾単位

容積重量(t/m３)

SD295 D16以下JIS G 3112 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼

溶接金網及び鉄筋格子JIS G 3551 網目の形状：格子 寸法：100×100 径：6

土間コン下 図面参照 RC30再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

無普通 土間コンⅠ類 2.3t/m3程度18 18 15

2.ﾊﾟｰﾗｲﾄｺﾝｸﾘｰﾄ ◎3階便所かさ上げ用のパーライトコンクリートは気乾比重0.95~1.02とする。
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7.せっこうボ－ド
その他ボ－ド及び

合板

材種・規格品 施工箇所 不燃材等の区分 備考下地の種類小ねじ・釘・接着剤の種類厚さmm工法

化粧せっこうボード ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様

JIS A 6901の規格品

突付け 準不燃

せっこうボ－ド

JIS A 6901の規格品

壁

9.5 軽鉄天井下地

天井 軽鉄天井下地

天井

けい酸カルシウム板

JIS A 5430の規格品

目透かし 8 不燃 改標仕6.13.2(4)(5)

突付け 12.5 不燃 軽鉄壁下地

強化せっこうボ－ド

JIS A 6901の規格品

壁 突付け 12.5 不燃 軽鉄壁下地

8.ビニル床タイル張り
(JIS A5705)

ビニル床シート張り
(JIS A5705)

材 質
幅木(巻上げ)

色柄 厚さ 接着剤 施工箇所 備考
種類 記号 材質 厚さ(mm) 高さ(mm)

エポキシ樹脂系

材種

4.5mm UB前脱衣室ビニル床タイル

天井 9ロックウ－ル化粧吸音板

JIS A 6307の規格品

突付け 不燃 改標仕6.13.2(4)(5) 軽鉄壁下地

積層せっこうボ－ド

JIS A 6901の規格品

天井 9.5 不燃下地張り 軽鉄天井下地改標仕6.13.2(4)(5)

改標仕6.13.2(4)(5)

改標仕6.13.2(4)(5)

改標仕6.13.2(4)(5)

東ﾘ ﾌｧﾌﾞﾃｯｸﾀｲﾙ500角
程度(FBT-423)

化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 壁 目透かし

(目地シール)

6 不燃 改標仕6.13.2(4)(5) 耐水せっこうボード

耐水せっこうボード

JIS A 6901の規格品

下地張り 準不燃

天井 15.0ロックウ－ル化粧吸音板

JIS A 6307の規格品

突付け

改標仕6.13.2(4)(5)12.5 軽鉄下地

不燃

壁･天井

改標仕6.13.2(4)(5) リブせっこうボード

5章 内装改修工事

1.一般事項 ◎工事に先立ち、改修部分の隠蔽部の調査を行い、設計図書と照合し、支障があった場合は、速やかに監督員に報告し、指示を受けること。

◎各部の撤去により、下地及び構造躯体にひび割れ及び欠陥部が発見された場合は、速やかに監督員に報告し指示を受けること。

2.撤去並びに下地補修 ◎各改修工事の仕様は、仕様・仕上げ表による。

②壁改修

・コンクリート間仕切り壁　改標仕6.3.2(1)参照

③天井改修　改標仕6.4.2参照

　間仕切壁撤去に伴う構造体の補修、モルタル塗り　※施工場所は図示による。

撤去区分 既存壁取合の補修範囲及内容

図示による天井下地を含む含む全面

機械等の区分 既存床･建具･天井取合の補修範囲及び内容

ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ、ｱｸﾞﾚｯｼﾌﾞｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ等を使用

図示による撤去する範囲及び部位により油圧ｸﾗｯｼｬ、ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ

①床改修

・コンクリート又はモルタル面の下地処理　改標仕6.2.2(2)参照

・既設床仕上げ材の除去　改標仕6.2.2(a)参照

ビニル床タイル・シート 改標仕6.2.2(1)(ア)による

撤去範囲撤去工法種類

凹凸部処理

欠損部

サンダー掛け

ポリマーセメントモルタル

下地モルタル撤去部

下地の状況 下地処理方法 備考

モルタルで補修し乾燥後

デッキブラシ等で清掃

塗厚さ及び下地の風化状況により、モルタル補修が

困難な場合は、ｶﾁｵﾝ系樹脂モルタル及びノロ等の補修

3.木 工 事

・保存処理木材は、日本農林規格に規定する保存処理の処理区分のうち、K2~K4までの保存処理(JIS K1570(木材保存剤)に規定する木材保存剤(ただし、

ｸﾚｵｿｰﾄ油は有害物質を含有する家庭用品の既製に関する法律（昭和48年法律第112号）に適合したものとする。）、これと同等の薬剤を用いたK2~K4

までの薬剤の浸潤度及び吸収量を確保する工場処理その他これと同等の性能を有する処理を含む。)が施されているもの又は認証木材建材(AQマーク表示)

◎工事現場搬入時の含水率は（Ａ種、Ｂ種）とする。

として認定された保存処理材を使用するものとする。

◎木材の品質

・樹種及び等級

間伐材等の適用等級 形状 含水率寸法(mm)樹種施工箇所

上記樹種による区分 桧 図面による 上小節 図面による 15％以下 なし

◎ホルムアルデヒドの放散量は, F☆☆☆☆とする.ただし, 正当な理由により確保が困難である場合等, ホルムアルデヒドの放散量が, F☆☆☆☆の普通合板等

を使用できない場合には, 監督員と協議するものとし, 監督員の承諾を得るものとする。

4.床張り用合板等

◎普通合板

　 厚さ
(mm)施工箇所 備考接着の程度単板の樹種名

脱衣床(ラワン合板下)

脱衣床 12 ラワン 1類 下地張り

◎構造用合板

施工箇所 備考接着の程度 板面の品質等級
厚さ
(mm)

表板の樹種名

12 下地張り特類2級 C-D針葉樹

板面の品質

1等

6.軽量鉄骨壁下地 ◎JIS A6517の規格品とする。

◎スタット、ランナーの種類は、65型・50型とし、改標仕表6.7.1による。

7.軽量鉄骨天井下地 ◎JIS A6517の規格品とする。

◎野縁等の種類は、屋内19型、屋外25型とし、改標仕表6.6.1による。

◎出入口及びこれに準ずる開口部の補強は(改標仕表6.7.4(5)による。)

◎ふかし壁下地は乾式壁工法（ボンド併用型）とする。

◎塩ビ製11.天井廻り縁

12.天井点検口 材種 内枠外枠形式寸法

アルミ製 450×450 額縁 額縁一般形 屋内用

◎合板、パーティクルボード及びＭＤＦのホルムアルデヒド放散量は、Ｆ☆☆☆☆とする.ただし、正当な理由により確保が困難である場合等、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの発散量が、

　 Ｆ☆☆☆☆の合板、パーティクルボード及びＭＤＦを使用できない場合には、監督員と協議するものとし、監督員の承諾を得るものとする。

9.モルタル塗り

タイル撤去部

施工箇所 仕上げの種類 目地の材質 防水の有無 備考

金ごて 無

◎モルタルは(現場調合材料 ・ 既調合材料)とする。

◎総塗り厚さが25mm以上となる場合は、剥落防止工法とすること。

Ⅰ類
形状/寸法
(mm)

吸水率による区分

施ゆう 無ゆう

うわぐすり
施工箇所

Ⅱ類 Ⅲ類

50角モザイク ◯ ◯床タイル

◎タイルの製造所：評価名簿による。

◎見本焼きを（行う ・ 行わない）。

◎試験張りを（行う ・ 行わない）。

◎現場調合材料の場合は改標仕6.15.3(1)(ア)、既調合材料の場合はJS A 6916による。

◎既製調合モルタルの製造所：評価名簿による。

◎保水材の混入量は、実績等の資料を提出したうえで、監督員の承認を得ること。

◎製造所：　評価名簿による.

床タイル下地 木こて 無無

木こて 無無壁タイル下地

無

10.タイル張り ◎セメントモルタルによるタイル張り

無有

耐滑役物 色

適用

再生材の 耐凍害性 備考
無有 り性標準 特注

◯◯ ◯ ◯

◎ビニル巾木：材質( 軟質 ・ 硬質 ), 高さ( 60 ・ 75 ・ 100 )， 厚さ(1.5mm)

◎メタル巾木：材質(芯材:ABS樹脂,外観:ｽﾃﾝﾚｽHL), 高さ( 60 ・ 75 ・ 100 ) ｱｲｶ/ﾒﾀｶﾗｰSK程度

アルミ製 600×600 額縁 額縁一般形 屋内用

4章　建具改修工事

1.一般事項 ◎外部に面する建具は、建築基準法施行令、及び「屋根葺き材、外装材及び屋外に面する帳壁の基準（昭和４６年建設省告示第１０９号）」に基づき安全性

◎建具の耐風圧性、気密性、水密性等については、性能を有することを証明する書類を提出し、監督員の承諾をうけること。

◎外部に面する建具の作業工程は、原則として、方立等の撤去、建具枠の取付け及びガラスのはめ込みまでを１日の作業とする。

◎施工に先立ち、改修範囲を確認し、設計図書との相違等が有れば、監督員と協議すること。

　を確認すること。

◎防火戸の指定は建具表による。

◎建具見本の製作及び特殊な建具の仮組は，建具表による。

2.木製建具 ◎建具材の含水率の種別は，（Ａ・Ｂ・Ｃ）種とする

◎見込み寸法、表面板の厚さは図示による。

◎フラッシュ戸の表面材の合板の品質について，ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの発散量は，Ｆ☆☆☆☆とする。ただし，正当な理由により確保が困難である場合等，ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ

　 の発散量が，Ｆ☆☆☆☆のフラッシュ戸を使用できない場合には，監督員と協議するものとし，監督員の承諾を得るものとする。その他は，

◎建物内部の木製建具に使用するﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ水溶液を用いた造作用，壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの発散量は，Ｆ☆☆☆☆とする。

　 ただし，正当な理由により確保が困難である場合等，ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの発散量が，Ｆ☆☆☆☆のでん粉系接着剤を使用できない場合には，監督員と協議する

　標仕16．7．2(2)(3)(b)(c)による。

　ものとし，監督員の承諾を得るものとする。

3.建具金物 ◎金物の種類及び見え掛り部の材質は、改標仕表5.7.1による。

◎既成又はこれに準ずる建具金物は、建具製作所の仕様による。

◎握り玉及びﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ、押板類、ｸﾚｾﾝﾄ等の取付け位置は図示による。

◎金属製建具に使用する丁番は改標仕表5.7.2による。

エポキシ樹脂系防滑性ビニル床シート FS織布積層 既設に合わせる2.0mm 脱衣場160mmﾋﾞﾆﾙ巾木 厚1.5マーブル

◎構造材及び下地材の釘は、JIS A5508の規格品とする。5.諸金物

◎木ねじはJIS B 1112(十字穴付き木ねじ)又はJIS B 1135の規格品とする。

◎かすがい、座金、箱金物、短ざく金物等は図示により、図示のもの以外は、標仕によるが、補助として、日本建築学会木造建築工事標準仕様書を適用する。

◎製材等（製材、集成材、合板、単板積層材）、フローリング、再生木質ボード（バーティクルボード、繊維板、木質系セメント板）については、合法性に係る確認（「産地認証」」

　ただし、機能上、需給上など正当な理由により確保が困難であり、使用できない場合には、監督員と協議するものとし、監督員の承諾を得るものとする。

　また、それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン

　 （平成１８年２月１５日）」に準拠して行うものとし、監督員に合法証明書を提出するものとする。

　ただし、平成１８年４月１日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成１８年４月１日の時点で原料・製品等を保管

　 している者が証明書に平成１８年４月１日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。

　 及び「品質認証を含む。）が行われたものを使用する。
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特記仕様4・付近見取り図

A-04

4.合成樹脂エマルション
ペイント塗り

（EP）
新設石こうボード面 改標仕7.10.1　B種 B種

令和7年度 神山町養護老人ホーム寿泉園改修工事

7章 塗装改修工事

1.一般事項 ◎防火材料又は建築基準法に基づく指定又は認定を受けたものとする。

◎塗料はﾎﾙﾏﾘﾝ不検出のもの及び有機溶剤の含有量が少ないものとする。

◎ﾕﾘｱ樹脂等（ﾕﾘｱ樹脂、ﾒﾗﾐﾝ樹脂、ﾌｪﾉｰﾙ樹脂、ﾚｿﾞﾙｼﾉｰﾙ樹脂又はﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系防腐剤）を用いた塗料のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの発散量は、Ｆ☆☆☆☆とする。

　ただし、正当な理由により確保が困難である場合等、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの発散量が、Ｆ☆☆☆☆の塗料を使用できない場合には、監督員と協議するものとし、監督員の

　承諾を得るものとする。

1.一般事項

9章 環境配慮(ｸﾞﾘｰﾝ)改修工事

◎関係法令，都道府県の条例等を遵守すること。

◎アスベスト粉塵濃度測定を（行う・行わない）。

◎施工計画

(2)アスベスト除去工事に係る官公署他への手続きを遅延なく行うこと。

◎アスベスト含有建材の除去を直接行う専門工事業者については、工事に相応した技術を有することを証明する資料を、監督員に提出する。

◎石綿ばく露防止対策等の実施内容を改標仕9.1.2(6)により見やすい場所に掲示すること。

◎既存の石綿含有建材の分析結果は(・貸与する　・ない）。

◎事前の施工調査等を改標仕9.1.1(5)及び大気汚染防止法により行うこと。

　・報告書を( )部作成し監督員に提出すること。

　・測定場所及び箇所は図示による.測定時期( )

・測定機関は, 都道府県労働局に登録 されている作業環境測定機関とする.　

・濃度測定は「JIS K 3850-1 空気中の繊維状粒子測定方法－第1部：光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」による位相差・分散顕微鏡法による。

(1) 工事着手前に施工計画書（関係法令の作業計画内容を含む）を監督員に提出し, 承諾を受けること。

・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び自治体に報告すること。

　監督員へも結果を提出すること。

・調査結果は3年間保存すること。

・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。

・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は、JIS A 1481-1によること。

工事場所

付近見取図

2.合成樹脂調合
ペイント塗り

（SOP）
区分

種別
備考

屋外 屋内

錆止め塗料

屋外 屋内

下地調整

新設木部 改標仕7.4.1　B種 A種

素地ごしらえ

木製建具枠

区分 種別 備考下地調整

空調改修天井面

3.つや有合成樹脂
エマルションペイント

塗り（EP-G）
区分

種別
備考

新設石こうボード面 B種改標仕7.9.1　B種

RB種既設石こうボード面 改標仕7.9.1　 B種

下地調整

素地ごしらえ

錆止め塗料

屋外 屋外 屋内屋内

8章 ユニット及び
その他の工事

5.耐候性塗料塗り（DP） 区分 種別 備考素地ごしらえ 下地調整

新設けい酸カルシウム板面 改標仕7.8.1 B種 B種 空調改修天井面

◎介護ユニットバス TOTO/XAシリーズ程度(XAV2020UYX6BK、XAV1620UYX6BK、浴槽水栓 SFH8S)1.ユニットバス

◎耐食鏡 寸法：600×9002.鏡
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令和7年度 神山町養護老人ホーム寿泉園改修工事 A-05
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Ｎ

B

A

B

名 称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工事 一部舗装打換え

区画線工事(白)W=150

記号

区画線工事（車椅子表示）

ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場屋根 ﾎﾟﾘｶ折板部

C

D ﾅｯﾄ締め直し後ﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ取付

B

B

A

B

B

B

C

C

D

D

D

D

D

D

各種桝、ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ、量水器、止水弁高さ調整共
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令和7年度 神山町養護老人ホーム寿泉園改修工事 A-06
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A-07令和7年度 神山町養護老人ホーム寿泉園改修工事
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ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ厚100

撤去

防滑塩ﾋﾞﾀｲﾙ厚4.5

鋼製床下地
構造用合板厚12

ﾗﾜﾝ合板厚12

LGS天井下地

耐水石こうﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ厚100
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ厚120(D10@200縦横共)

12.5,65

2
1
7

木製隔て板撤去

既設補助散水栓撤去(設備工事)

既設補助散水栓撤去部開口閉鎖

既設手すり撤去後移設

810程度

補助散水栓新設(設備工事)

1
2
.
5
6
5

6
5
1
2
.
5

既設ﾌﾞﾗｹｯﾄ移設及びｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ新設

既設手すり移設及びｼﾞｮｲﾅｰ新設

▽UBFL

110×25 SOP塗
額縁 桧

浴室廻り平面詳細図(改修前)

浴室廻り平面詳細図(改修後)

仮設間仕切(B種)木製片開き戸900×2000

6
0
0

5700

200×25 SOP塗
額縁 桧

140×25 SOP塗
額縁 桧

110×25 SOP塗
額縁 桧

110×25 SOP塗
額縁 桧

,6

耐水PBt=12.5(UL工法)
化粧ｹｲｶﾙ板t=6(目地ｼｰﾙ工法)

6
5

LGS65+LGS65+PB12.5ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(片面)

耐水PB12.5(UL工法)

ﾒﾀﾙ巾木H=60
化粧ｹｲｶﾙ板t=6

化粧ｹｲｶﾙ板厚6

,12.513~30 6,

防滑塩ﾋﾞｼｰﾄt=2.0部分補修

耐食鏡600×900
設置位置については協議による

※ｸﾛｽは天井まで張替とする

2
3
6
6
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浴室廻り展開図
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A-08令和7年度 神山町養護老人ホーム寿泉園改修工事

FIX

2
3
6
6

A

2000

UB前脱衣室

B

Xc7

4000

あ

い

う

既設ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ共撤去後耐水PB12.5(UL工法)のうえ化粧ｹｲｶﾙ板t=6張

ﾒﾀﾙ巾木 H=60

C

4000

Xc3Xc3

2000

D

Xc7

あ あ あ

あ

LGS65下地+耐水PB12.5(UL工法)のうえ化粧ｹｲｶﾙ板t=6張

い

い

あ

う う う う

2
4
0
0

4600

脱衣場1

D

Xc7

あ

え

か

Xc6

え 既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整のうえEPG塗替

え

お LGS65下地+耐水PB12.5のうえEPG塗

か

お お

か 塩ﾋﾞ巾木 H=60
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株式
会社 川建設計

ユニットバス(1620)詳細図
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A-09令和7年度 神山町養護老人ホーム寿泉園改修工事

A

D

C

B
展開
方向

※ドア設置必要寸法

※壁付けバス水栓もしくは追焚配管のエルボを含む寸法。
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B展開C展開
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▽UBFL

　UB据付面▽

　UBFL▽

8
8

　UBFL▽

　UBFL▽

TOTO/XAV1620UY程度 ●は、基本仕様からの変更箇所

名 称 仕様・寸法 色・柄 特記事項 備 考

天井パネル 化粧鋼板複合パネル（抗菌防カビ仕様・モール式） ホワイト
点検口□４５０（絞り点検口・落下防止用紐付）

壁パネル ＨＱパネル ベーシスホワイト

浴槽横 ＨＱパネル ライトウッドＮ
アクセントパネル

床パネル ＦＲＰ　カラリ床（単色） ベージュ

ドア枠 アルミアルマイト処理 ホワイト （付枠用取付ネジＵＢ支給、
ネジ取付および付枠別途）

ドアパネル ３枚引戸（スッキリドア） 面材：型 板スチレン ホワイト 面材：半透明
Ｗ＝１６００（有効開口幅　９４６ｍｍ）

浴槽 入浴サポート浴槽　ＦＲＰバス ワンプッシュ排水栓 ホワイト エプロン：ホワイト
樹脂製ハンドグリップ
２方エプロン（３方向握りやすいリム形状）

洗面器置台カウンター 熱可塑性ポリエステル樹脂 パウダーブラウン

浴槽水栓 ＴＭＦ４７ＡＬＳ型 定量止水付サーモスタ ットバス水 SFH8S●
湯側断熱脚カバー

洗い場水栓 ＴＢＶ０３４４１Ｊ型 　壁付サーモスタットシャワー金
(アーチハンドル)（スパウトＬ＝７０）
湯側断熱カバー付き

シャワーヘッド コンフォートウエーブクリックシャワー ヘッド：ホワイト ホース：シルバー
ホース：Ｌ＝１６００　調圧弁有

シャワーハンガー ＴＨ５５６Ｆ６型 　２セット ホワイト （現場加工）

ホースフック 樹脂製 ２個 ホワイト

照明 半球形照明（ＬＥＤランプ） （以降接続別途）
消費電力９Ｗ以下　６０Ｗ相当　電球色
ＶＶＦ１．６φ×２Ｃ　 Ｌ＝２．０ｍ付　２灯

ジョイントボックス エコノミージョイント　ＷＪ３１０７相当品 （ジョイントボックスま
での配線及びジョイント
ボックス内の結線別途）

給水エルボ 青銅鋳物製　接続口　Ｒｃ１／ ２ （以降接続別途） SFH8S
●

（浴槽用）

給水エルボ 青銅鋳物製　接続口　Ｒｃ１／ ２ （以降接続別途）
（洗い場用）

給湯エルボ 青銅鋳物製　接続口　Ｒｃ１／ ２ （以降接続別途） SFH8S
●

（浴槽用）

給湯エルボ 青銅鋳物製　接続口　Ｒｃ１／ ２ （以降接続別途）
（洗い場用）

排水トラップ スピード排水トラップ （以降接続別途）
ＡＢＳ樹脂　封水深５０ｍｍ　接続口　ＶＰ６５受口
高圧洗浄対応

手摺り(洗い場) インテリアバー　φ３４　Ｔ１１２ＣＤ６　L=600 ホワイト
前出寸法：上部９０~下部２５０ ２個

手摺り(浴槽正面縦) インテリアバー　φ３４　Ｔ１１２Ｃ８　L=800 ホワイト
前出寸法：９０

手摺り(浴槽横横) インテリアバー　φ３４　Ｔ１１２Ｃ１０Ｖ１L=1400 ホワイト
前出寸法：９０

手摺り(浴槽横縦) インテリアバー　 φ３４　 Ｔ１１２Ｃ６　L=600 ホワイト
前出寸法：９０ ２個

手摺り(浴槽背面縦) インテリアバー　 φ３４　 Ｔ１１２Ｃ８　L=600 ホワイト
前出寸法：９０

手摺り(洗い場移動横) インテリアバー　 φ３４　 Ｔ１１２Ｃ６　L=600 ホワイト
前出寸法：９０

手摺り(浴室出入用縦) インテリアバー　 φ３４　 Ｔ１１２Ｃ８　L=800 ホワイト
前出寸法：９０

収納棚 収納棚なし

鏡 耐水鏡　縦長ミラー　フレーム式（樹脂製）
Ｗ２９８×Ｈ６００

トランスファーボード 浴槽リムフック掛けタ イプ　座面サイズ：330×42 座面：スマイルベージュ
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ユニットバス(2020)詳細図
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A-10令和7年度 神山町養護老人ホーム寿泉園改修工事

A

D

C

B
展開
方向

※ドア設置必要寸法

※壁付けバス水栓もしくは追焚配管のエルボを含む寸法。
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TOTO/XAV2020UY程度 ●は、基本仕様からの変更箇所

名 称 仕様・寸法 色・柄 特記事項 備 考

天井パネル 化粧鋼板複合パネル（抗菌防カビ仕様・モール式） ホワイト
点検口□４５０（絞り点検口・落下防止用紐付）

壁パネル ＨＱパネル ベーシスホワイト

浴槽横 ＨＱパネル ライトウッドＮ
アクセントパネル

床パネル ＦＲＰ　カラリ床（単色） ベージュ

ドア枠 アルミアルマイト処理 ホワイト （付枠用取付ネジＵＢ支給、
ネジ取付および付枠別途）

ドアパネル ３枚引戸（スッキリドア） 面材：型 板スチレン ホワイト 面材：半透明
Ｗ＝２０００（有効開口幅　１２１４ｍｍ）

浴槽 入浴サポート浴槽　ＦＲＰバス ワンプッシュ排水栓 ホワイト エプロン：ホワイト
樹脂製ハンドグリップ
３方エプロン（３方向握りやすいリム形状）

洗面器置台カウンター 熱可塑性ポリエステル樹脂 パウダーブラウン

浴槽水栓 ＴＭＦ４７ＡＬＳ型 定量止水付サーモスタ ットバス水 SFH8S●
湯側断熱脚カバー

洗い場水栓 ＴＢＶ０３４４１Ｊ型 　壁付サーモスタットシャワー金
(アーチハンドル)（スパウトＬ＝７０）
湯側断熱カバー付き

シャワーヘッド コンフォートウエーブクリックシャワー ヘッド：ホワイト ホース：シルバー
ホース：Ｌ＝１６００　調圧弁有

シャワーハンガー ＴＨ５５６Ｆ６型 　２セット ホワイト （現場加工）

ホースフック 樹脂製 ２個 ホワイト

照明 半球形照明（ＬＥＤランプ） （以降接続別途）
消費電力９Ｗ以下　６０Ｗ相当　電球色
ＶＶＦ１．６φ×２Ｃ　Ｌ＝２．０ｍ付　３灯

ジョイントボックス エコノミージョイント　ＷＪ３１０７相当品 （ジョイントボックスま
での配線及びジョイント
ボックス内の結線別途）

給水エルボ 青銅鋳物製　接続口　Ｒｃ１／ ２ （以降接続別途） SFH8S
●

（浴槽用）

給水エルボ 青銅鋳物製　接続口　Ｒｃ１／ ２ （以降接続別途）
（洗い場用）

給湯エルボ 青銅鋳物製　接続口　Ｒｃ１／ ２ （以降接続別途） SFH8S
●

（浴槽用）

給湯エルボ 青銅鋳物製　接続口　Ｒｃ１／ ２ （以降接続別途）
（洗い場用）

排水トラップ スピード排水トラップ （以降接続別途）
ＡＢＳ樹脂　封水深５０ｍｍ　接続口　ＶＰ６５受口
高圧洗浄対応

手摺り(洗い場) インテリアバー　φ３４　Ｔ１１２ＣＤ６　L=600 ホワイト
前出寸法：上部９０~下部２５０ ２個

手摺り(浴槽正面縦) インテリアバー　φ３４　Ｔ１１２Ｃ８　L=800 ホワイト
前出寸法：９０

手摺り(浴槽横横) インテリアバー　φ３４　Ｔ１１２Ｃ１０Ｖ１L=1400 ホワイト
前出寸法：９０

手摺り(浴槽横縦) インテリアバー　 φ３４　 Ｔ１１２Ｃ６　L=600 ホワイト
前出寸法：９０ ２個

手摺り(浴槽背面縦) インテリアバー　 φ３４　 Ｔ１１２Ｃ８　L=600 ホワイト
前出寸法：９０

手摺り(洗い場移動横) インテリアバー　 φ３４　 Ｔ１１２Ｃ６　L=600 ホワイト
前出寸法：９０

手摺り(浴室出入用縦) インテリアバー　 φ３４　 Ｔ１１２Ｃ８　L=800 ホワイト
前出寸法：９０

収納棚 収納棚なし

鏡 耐水鏡　縦長ミラー　フレーム式（樹脂製）
Ｗ２９８×Ｈ６００

トランスファーボード 浴槽リムフック掛けタ イプ　座面サイズ：330×42 座面：スマイルベージュ

トランスファーボード ベンチタ イプ　座面サイズ：３９５×７５０ 座面：スマイルベージュ
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会社 川建設計

天井伏図

ＮＡＭＥ

令和7年度 神山町養護老人ホーム寿泉園改修工事 A-11
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男子

女子男子

湯沸室３

洗濯室２ 湯沸室１
ふれあいｺｰﾅｰ２

倉庫４

洗濯ｺｰﾅｰ

湯沸室２

霊安室

職員

通用口

ふれあいｺｰﾅｰ２

玄関
風除室

車寄せ

交流ホール

ｼｮｰﾄｽﾃｲ2

面会室

事務室

湯沸室４

職員便所２

ﾛｯｶｰ室１

ﾛｯｶｰ室２

男子

便所 便所

32,400

Xc1 Xc2 Xc3 Xc4 Xc5

散髪ｺｰﾅｰ

倉庫５ 倉庫６

脱衣

医務室 処置室

休憩室１

寮母室

宿直室

ｽﾃｰｼﾞ

ホール

廊下

倉庫７

多目的ｽﾍﾟｰｽ

1
,
5
0
0

ｼｮｰﾄｽﾃｲ1

通用口

老人ホ－ム北館

老人ホ－ム南館

老人ホ－ム中央館

ﾃﾞｲｻ-ﾋﾞｽｾﾝﾀ-

1

2

4

名 称

化粧石こうボードt=9.5 一部撤去復旧

岩綿吸音板t=9+石こうボードt=9.5 一部撤去復旧

岩綿吸音板t=15ﾘﾌﾞ+石こうボードt=9.5 一部撤去復旧

記号

石こうボードt=9.5(継目処理)EP塗 一部撤去復旧

天井内空調改修に伴う天井改修リスト

1

2

3

3

4

3 3

3 3

5 石こうボードt=9.5(目透し)EP塗 一部撤去復旧

6 けい酸カルシウム板t=8(目透し)DP塗 一部撤去復旧

5

6

天井点検口600角新設600

天井点検口450角撤去新設(使用できるものは再利用)

600 600

600

600

600

1
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株式
会社 川建設計

建具表1

ＮＡＭＥ

A-12令和7年度 神山町養護老人ホーム寿泉園改修工事

特記事項

1
9
0
0

1800

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ多目的ｽﾍﾟｰｽ （1）

ピーラー

他一式

（36）

引き違いフラッシュ戸

ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ、取手、底車、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

ｽﾃﾝﾄﾞｶﾞﾗｽ5mm ﾄｰﾒｲ合わせｶﾞﾗｽ共

1
9
0
0

1600

倉庫5 （1）

ポリ合板

他一式

（33）

両開きフラッシュ戸

丁番、ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ、ｽﾃﾝﾚｽ沓摺、DC、戸当り

1
9
0
0

1720

廊下 （1）

ピーラー

他一式

（36）

引き違いフラッシュ戸

ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ、取手、底車、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

和風装飾ｴｯﾁﾝｸﾞｶﾞﾗｽ5mm

1
9
0
0

2720

廊下 （1）

ピーラー

他一式

（36）

両袖付き引分けフラッシュ戸

ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ、取手、底車、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

和風装飾ｴｯﾁﾝｸﾞｶﾞﾗｽ5mm

1
9
0
0

1800

老人ホーム食堂 （1）

ピーラー

他一式

（33）

引き違いフラッシュ戸

ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ、取手、底車、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

ｽﾃﾝﾄﾞｶﾞﾗｽ5mm ﾄｰﾒｲ合わせｶﾞﾗｽ共

1
8
0
0

3350

交流ホールステージ （1）

防炎ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

他一式

（33）

4枚引分けフラッシュ戸

ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ、取手、底車、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

1
8
0
0

1700

寮母室 （1）

ﾎﾟﾘ合板/新鳥の子

他一式

（33）

引き違いフラッシュ戸

敷居ｽﾍﾞﾘ、取手、底車

1
9
0
0

1745

寮母室 （1）

ポリ合板

他一式

（33）

引き違いフラッシュ戸

ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ、取手、底車

1
9
0
0

1570

静養室 （1）

ポリ合板

他一式

（33）

引き違いフラッシュ戸

ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ、取手、底車、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

型板ｶﾞﾗｽ4mm

1
9
0
0

700

静養室便所 （1）

ポリ合板

他一式

（33）

片引きフラッシュ戸

ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ、取手、底車、表示錠

型板ｶﾞﾗｽ4mm

1
9
0
0

4300

ふれあい和室 （1）

スプルース 一部化粧パネル

他一式

（33）

4枚片引き障子

敷居ｽﾍﾞﾘ、引手、底車

ｽﾘｶﾞﾗｽ3mm 上部ﾜｰﾛﾝｼｰﾄ張り

1
9
0
0

4400

ふれあい和室 （1）

スプルース 一部化粧パネル

他一式

（33）

4枚片引き障子

敷居ｽﾍﾞﾘ、引手、底車

ｽﾘｶﾞﾗｽ3mm 上部ﾜｰﾛﾝｼｰﾄ張り

1
9
0
0

950

居室(和室) （40）

ﾎﾟﾘ合板/新鳥の子+新鳥の子/片雲花紙

他一式

（36、24）

片引きフラッシュ襖+引き違い襖

敷居ｽﾍﾞﾘ、引手、底車

1590

1
9
0
0

950

居室(洋室) （12）

ポリ合板

他一式

（33）

片引きフラッシュ戸+引き違い戸

敷居ｽﾍﾞﾘ、引手、底車

1590

1
9
0
0

900

居室(ｼｮｰﾄｽﾃｲ和室) （1）

ﾎﾟﾘ合板/新鳥の子

他一式

片引きフラッシュ襖

敷居ｽﾍﾞﾘ、引手、底車

（33）

1
9
0
0

800

居室(ｼｮｰﾄｽﾃｲ和室) （1）

新鳥の子/片雲花紙

他一式

片引き襖

敷居ｽﾍﾞﾘ、引手、底車

（24）

1
9
0
0

1640

居室(ｼｮｰﾄｽﾃｲ和室) （1）

ﾎﾟﾘ合板/新鳥の子

他一式

（33）

引き違いフラッシュ戸

敷居ｽﾍﾞﾘ、引手、底車

1
9
0
0

1725

居室(ｼｮｰﾄｽﾃｲ和室) （1）

ﾎﾟﾘ合板/新鳥の子

他一式

（33）

引き違いフラッシュ戸

敷居ｽﾍﾞﾘ、引手、底車

1
9
0
0

1600

霊安室 （1）

ポリ合板

他一式

（33）

引き違いフラッシュ戸

ﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ、引手、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

1
9
0
0

1635

霊安室 （1）

ﾎﾟﾘ合板/新鳥の子

他一式

（33）

引き違いフラッシュ襖

敷居ｽﾍﾞﾘ、引手、底車

1
9
0
0

2720

老人ホーム廊下 （1）

ピーラー

他一式

（36）

両袖付き引分けフラッシュ戸

ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ、取手、底車、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

和風装飾ｴｯﾁﾝｸﾞｶﾞﾗｽ5mm

open

建付け調整 戸車交換 戸車交換 戸車交換 戸車交換 戸車交換 戸車交換

既設敷居加工の上ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ新設、戸車交換 戸車交換 戸車交換 戸車交換 既設敷居加工の上ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ新設、戸車交換 既設敷居加工の上ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ新設、戸車交換 敷居ｽﾍﾞﾘ張替、戸車交換

敷居ｽﾍﾞﾘ張替、戸車交換 既設敷居加工の上ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ新設、戸車交換 既設敷居加工の上ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ新設、戸車交換 既設敷居加工の上ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ新設、戸車交換 既設敷居加工の上ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ新設、戸車交換 戸車交換 既設敷居加工の上ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ新設、戸車交換

ガラス

付属金物

型　式

材　質（見込）

姿　図

記　号

室　名（数量）

備考

ガラス

付属金物

型　式

材　質（見込）

姿　図

記　号

室　名（数量）

備考

ガラス

付属金物

型　式

材　質（見込）

姿　図

記　号

室　名（数量）

備考

WD

19

WD

3

WD

5

WD

7

WD

14

WD

15

WD

17

WD

18

WD

23

WD

25

WD

26

WD

27

WD

31

WD

32

WD

33

WD

34

WD

35

WD

36

WD

38

WD

39

WD

14’
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ＴＩＴＬＥ ＤＡＴＥ ＮＯ
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株式
会社 川建設計

建具表2

ＮＡＭＥ

A-13令和7年度 神山町養護老人ホーム寿泉園改修工事

特記事項

1
9
0
0

3395

ｼｮｰﾄｽﾃｲ （1）

新鳥の子

他一式

（33）

4枚引分けフラッシュ襖

敷居ｽﾍﾞﾘ、引手、底車

1
8
0
0

760

静養室便所 （1）

ﾎﾟﾘ合板/新鳥の子

他一式

（33）

片引きフラッシュ戸

敷居ｽﾍﾞﾘ、引手、底車、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

型板ｶﾞﾗｽ4mm

1
9
0
0

1600

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ脱衣室 （1）

ピーラー

他一式

（33）

引分けガラス戸

ﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ、ﾊﾝﾄﾞﾙ、底車、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

型板ｶﾞﾗｽ4mm

1
9
0
0

1200

老人ホーム脱衣室 （2）

ピーラー

他一式

（33）

引分けガラス戸

ﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ、ﾊﾝﾄﾞﾙ、底車

型板ｶﾞﾗｽ4mm

（1）

2
0
0
0

1667

食堂 （1）

木製化粧パネル

他一式

（36）

2枚片引き戸

ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ、引手、底車、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

和風装飾ｴｯﾁﾝｸﾞｶﾞﾗｽ5mm

1
9
0
0

1600

居室 （5）

新鳥の子

他一式

（33）

引き違いフラッシュ襖

敷居ｽﾍﾞﾘ、引手、底車

2
0
0
0

4380

食堂・交流ホール （3）

木製化粧パネル

他一式

（36）

4枚片引き戸

ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ、引手、底車、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

和風装飾ｴｯﾁﾝｸﾞｶﾞﾗｽ5mm

既設木製建具の建付け調整を行う

2
0
0
0

1010

脱衣場1 （1）

メラミン化粧合板

他一式

（33）

片引きフラッシュ戸

ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ、ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ、底車、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

型板ｶﾞﾗｽ4mm

110(引き残し) 900

150

5
5
0

ガラス

付属金物

型　式

材　質（見込）

姿　図

記　号

室　名（数量）

備考

ガラス

付属金物

型　式

材　質（見込）

姿　図

記　号

室　名（数量）

備考

ガラス

付属金物

型　式

材　質（見込）

姿　図

記　号

室　名（数量）

備考

WD

42

WD

46

WD

43

WD

44

WD

47

WD

48

WD

41

WD

49
新設建具
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株式
会社 川建設計

厨房機器レイアウト図

ＮＡＭＥ

A-14令和7年度 神山町養護老人ホーム寿泉園改修工事

廊下

倉庫７

厨房

厨房事務室

食品庫

は既存品(現状維持)を示す

は新規提案品を示す

は既存品(撤去)を示す

A
10A

A
17

A
16

A
15

A
14

A
13

A
12

A
11

A
10

A
9

A
8

A
7

A
6

A
5

A
4

A
3

A
2

A
1

10

63

62

60

59

58 57 56 54

53

52

50

49
48

47

46

45

44

43

34

42

41

39

38

3736

3533

3129

27

2726

25

23

22

21

20 20

19

18

15

14

13

12

11

9 4 3

54

A

8

55

55

51

40

28

32

30

61

17

17

16

8 7

6

5

2

2

1

(撤去のみ)

A
18

A
19
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株式
会社 川建設計

厨房機器リスト

ＮＡＭＥ

A-15令和7年度 神山町養護老人ホーム寿泉園改修工事

No. 品　　　　名 形　　　式
台

数

寸 法（mm）

W D H

配 管 口 径（A）

給水 給湯
排 水

機器側 設備側

L P G
口径
A

kW

電　気 (60Hz,kW)

単相100V 単相200V 三相200V

フー

ド
備 考

1 冷凍庫 HF-63PT 1 625 650 1890 18 50 0.422

2 冷凍ストッカー MA-6144A 2 519 600 1225 0.07×2 既存品撤去

3 シェルフ 1 1200 750 1800 既存品

4 一槽シンク 1 750 750 800 15 40 50 既存品

5 冷蔵庫 HR-90P 1 900 800 1890 30 50 0.351 既存品撤去

6 ガス回転釜 GHSI-26 1 1320 906 1645 FD 20 23.3 GF 既存品撤去

7 スチームコンベクションオーブン MIC-5TB3 1 750 560 685 15GV 38 耐熱・耐薬50 5.9 GF 既存品撤去　2/3ホテルパン：5段仕様　コネクトWi-Fi対応可

8 電気ビーフェポット NB-10FN2 1 535 500 850 0.45 既存品撤去

9 作業台 1 1700 750 800 既存品

10 作業台 1 600 450 600 既存品

11 作業台 1 450 600 600 既存品

12 ウォーマーテーブル 1 1200 600 800 (15GV) ( ) 耐熱・耐薬50 (3.0) 既存品

13 作業台 1 900 600 800 既存品

14 シェルフ 1 1500 750 1650 既存品

15 ガス高速オーブン RCK-20BS2 1 600 600 1500 9.5 8.4 0.1 GF 既存品(架台付)撤去のみ

16 包丁まな板殺菌庫 TNS-60SF 1 600 500 1165 0.28 既存品撤去

17 冷凍庫 HF-75P 2 750 800 1890 18×2 50×2 0.426×2 既存品撤去

18 シェルフ 1 750 600 1800 既存品

19 常温配膳車 1 1150 500 1530 既存品

20 作業台 2 1800 750 800 既存品

21 カート 1 750 600 800 既存品

22 シェルフ 1 900 600 1900 既存品

23 作業台 1 1100 400 650 既存品

24 冷蔵庫 HR-180S 1 1800 800 1890 30 50 0.488 既存品撤去

25 作業台 1 1200 600 800 既存品

26 二槽シンク 1 1200 600 800 15×2 15×2 40×2 50×2 既存品

27 作業台 2 1800 600 800 既存品

28 ガステーブル TSGT-1532 1 1500 600 800 25 44.5 GF 既存品撤去

29 作業台 1 750 600 800 既存品

30 ガスフライヤー MGF-18D 1 430 600 800 (15) (9.21) GF 既存品撤去

31 作業台 1 450 600 800 既存品

32 電気ビーフェポット NB-10FN2 1 535 500 850 0.45 既存品撤去

33 一槽水切付シンク 1 1200 600 800 15 15 40 50

34 作業台 1 700 500 800 既存品

35 シェルフ 1 600 460 1950 既存品

36 貯米庫 1 600 600 1150 既存品撤去

37 水圧洗米器 1 380 485 800 20GV 40 50 既存品撤去

38 一槽シンク 1 750 600 320 40 50 既存品

39 作業台 1 450 600 600 既存品

40 自動炊飯器 CRA-100K9A 1 740 700 1200 20 18.6 0.02 要 既存品撤去

41 キャビネットテーブル 1 1800 600 800 既存品

42 作業台 1 600 450 800 既存品

43 作業台 1 1200 600 800 既存品

44 IH炊飯ジャー NP-XA18 1 280 390 230 1.295 既存品

45 電子ジャー JHA-A401 1 435 358 270 0.078 既存品

46 炊飯ジャー NS-QCC36 1 470 385 400 1.31 既存品

47 作業台 1 900 600 800 既存品

48 作業台 1 750 600 800 既存品

49 ミキサー 1 188 262 512 ( ) 既存品

50 二槽シンク 1 1500 750 800 15×2 15×2 40×2 50×2 既存品

51 恒温高湿コールドテーブル CT-180SDB 1 1800 750 800 30 50 0.293 既存品撤去

52 キャビネットテーブル 1 1800 750 800 既存品

53 キャビネットテーブル 1 1500 750 800 既存品

54 ソイルドテーブル 1 1800 700 850 15×2 15×2 40×2 50×2 既存品

55 食器洗浄機 JWE-680UA 1 640 655 1432 15GV 38.5×2 耐熱・耐薬50×2 7.38 要 既存品撤去

56 クリーンテーブル 1 1530 700 850 既存品

57 作業台 1 750 750 800 既存品

58 キャビネットテーブル 1 1800 750 800 既存品

59 作業台 1 450 600 800 既存品

60 作業台 1 1000 600 800 既存品

61 パススルー食器消毒保管庫 H202E-20 1 1050 950 1900 ( ) 50 (7.0) 既存品撤去

62 作業台 1 1500 750 800 既存品

63 ロッカー 1 500 380 1900 既存品

既存品撤去

既存品

水栓柱15

軟水器経由

A- < 新規提案品 >

1 冷凍庫 HF-75B 1 750 800 1910 26 50 0.375 定格内容積：616L コネクトWi-Fi対応可

2 冷凍庫 HF-75B 1 750 800 1910 26 50 0.375 定格内容積：616L コネクトWi-Fi対応可

3 冷蔵庫 HR-90B 1 900 800 1910 30 50 0.276 定格内容積：756L コネクトWi-Fi対応可

4 冷蔵庫 HR-180B 1 1800 800 1910 30 50 0.297 定格内容積：1627L コネクトWi-Fi対応可

5 冷凍庫 HF-63BT 1 625 650 1910 26 50 0.37 定格内容積：384L コネクトWi-Fi対応可

6 テーブル形恒温高湿庫 CT-180SDCG 1 1800 750 800 30 50 0.348 定格内容積：478L コネクトWi-Fi対応可

7 冷凍庫 HF-120BT 1 1200 650 1910 26 50 0.65 定格内容積：812L コネクトWi-Fi対応可

8 食器洗浄機 JWE-680UC 1 640 655 1432 15GV 38.5×2 耐熱・耐薬50×2 7.18 要 必要温度60℃　1サイクルすすぎ水量：約1.8L　コネクトWi-Fi対応可

9 パススルー食器消毒保管庫 HSB-20DPB3 1 900 950 1900 25 50 7.4 20カゴ収納　コネクトWi-Fi対応可

10 スチームコンベクションオーブン MIC-5TC3 1 750 560 685 38 耐熱・耐薬50 5.9 GF 2/3ホテルパン：5段仕様　芯温センサー付　コネクトWi-Fi対応可

11 包丁まな板殺菌庫 MCF-065B 1 600 500 1140 0.54

12 ガス回転釜 MKGD-S055 1 1365 862 780 水栓柱15 FD 20 23.3 GF

13 ガス立体自動炊飯器 MRC-X2D 1 750 700 1100 25 18.6 0.043 要

14 ガスフライヤー MGF-18K 1 430 600 800 15 8.72 GF

15 ガステーブル RGT-1565D 1 1500 600 800 20 46.5 GF

16 電気ビーフェポット NB-10FN3 1 535 500 850 0.45

17 電気ビーフェポット NB-10FN3 1 535 500 850 0.45

10A 軟水器 HK-55RS 1 150 123 495
15GV

軟水器経由

水栓柱15

4.174 20.48合 計

(104.01) (6.529) (23.28)合 計

97.12

水栓柱15

18 ライスタンク MRT-70 1 600 600 800

19 ドラフト式水圧洗米機 MRW-D14 1 460 485 765 16GV 40 50

貯米量：70kg








































































